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Ⅰ．緒言

１．問題の所存
日本におけるトレーナーは，戦後の日本プロ

野球の発展に伴ってマッサージ師等がトレー
ナーとして活動していた．村井（1999）による
と，1964（昭和 39）年開催の東京オリンピッ
クにおいては，トレーナーが不在の国のために，
東京都が医療資格を有するものなどを集めて講
習会を開催し大会に備えたという記録も残って
いる 1）．トレーナーという名称は古くから用い
られていた．しかし，トレーナーという名称や
職域に統一の見解があったわけではなく，マッ
サージ師や鍼灸師，理学療法士等の有資格者が，
各チームや団体・派遣母体などから総称してト
レーナーと呼ばれて活動していたようである．

アメリカでは，1950（昭和 25）年に，全米
アスレティックトレーナーズ協会（National 
Athletic Trainers Association，以下「NATA」）
が設立され，1970（昭和 45）年から NATA-
ATC（Athletic Trainer Certified）の資格認定
が始まっている．

日体協公認アスレティックトレーナー（以
下，「JASA-AT」）の資格認定は，1994（平成
6）年に日体協公認スポーツ指導者制度 2）（以下，

「公認スポーツ指導者制度」）の一資格として始
まり，2010（平成 22）年 10 月 1 日現在で 1,493
名が登録している．筆者が，アスレティックト
レーナー（以下，「AT」）の中でも JASA-AT
に興味を持つのは，JASA-AT という資格が「公
認スポーツ指導者制度」の一資格として位置づ
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けられているからである．
馬場ら（2007）は，JASA-AT の養成に関し

て「アスレティックトレーナーの養成がはじ
まって 10 年が経過し，公認のアスレティック
トレーナーが誕生したということと，アメリカ
ではなく日本でアスレティックトレーニングを
学ぶ統一見解のカリキュラムが広まってきた，
ということの２点が，日本のスポーツ界にとっ
てドラスティックな出来事としてあげられよ
う」と述べた 3）．JASA-AT の資格認定が始まっ
たことを，「AT 制度」が制定されたと述べる
関係者が多いが，本当に AT 制度は存在するの
だろうか．JASA-AT が制定されたことを，広
義に解釈して「AT 制度」と呼ぶことは可能で
ある．しかし，狭義に解釈すると，「公認スポー
ツ指導者制度」の中の一資格として「JASA-AT
養成事業」が行われているにすぎず，「AT 制
度」という明文化された制度は存在しないとい
える．

２．先行研究
AT に関する先行研究としては，山本（2002）

の「日本体育協会公認アスレティックトレー
ナー制度」4）がある．これは，JASA-AT とい
う資格そのものや，カリキュラム・資格取得方
法を紹介したものであるが，AT が制度として
どのような問題を抱えているのかについては明
らかにしていない．資格制度の研究としては，
柳田（2004）の「イギリスにおける資格制度の
研究」5）がある．分析概念に「標準化」を導入し，
資格の評価の原理を研究の中核とし，資格制度
は「資格に関する制度」と定義した．制度は「相
互に作用しあう要素の集合」と定義するに止ま
り，資格と社会との関わりを論じたものではな
かった．

３．研究目的
本研究においては，公認スポーツ指導者制度

と AT や JASA-AT の変遷を「制度」と「資格」
の視点から分析することで，公認スポーツ指導
者制度の中に JASA-AT が位置づけられること
が何を意味するのか，AT 制度を制定するとい
うことは何を意味するのかを明らかにすること

が目的である．
つまり，スポーツ界における JASA-AT の有

用性や貢献度を明らかにするのではなく，公認
スポーツ指導者制度の一資格である JASA-AT
が，社会における「制度（システム）」として
機能するためには何が必要なのかを，これまで
の制度の変遷と資格の性格や特徴から導き出す
ことが本研究の中核的な課題となる．その上で，
日本における「AT 制度」の整備・制定に具体
的な示唆を与えることが本研究の目的である．

４．制度とは
広辞苑よると制度とは，「制定された法規，

国のおきて」もしくは「社会的に定められてい
る，しくみやきまり」とある．

具体的には「議会制度」「医療制度」「社会保
障制度」「年金保険制度」「医療保険制度」「介
護保険制度」「教育制度」をあげることができる．

「社会保障制度」は，「社会保険」「社会福祉」「公
的扶助」及び「公衆衛生」の４つの部門から成
り立つ．「社会保険」は，「社会保障制度の一部門」
であり，社会保障制度は，社会保険制度の上位
概念であるといえる．「社会保険制度」には，「年
金保険制度」「医療保険制度」「船員保険制度」「特
別障害給付金制度」があるように，制度には上
位概念と下位概念が存在する．また制度とは時
代背景や時代の変化に伴って修正・変更される．

制度を広義に捉えるとするならば，何らかの
仕組みやきまり・ルールが定められたことを
もって，それを「制度」と呼ぶことができる．
しかし狭義に捉えるとするならば，法に定めら
れた「権利」や「義務」，「遵守すべき事柄」に
より定められたものを「制度」と呼ぶこともで
きる．現在の公認スポーツ指導者制度は，直接
的には法律に定められたものではないことか
ら，本研究で用いる「制度」は，「法によって
規定されたものではないが，社会関係を円滑に
するために，集団の構成者や，その代表者によっ
て規定されたものを，集団の構成者が了承し，
集団の中で拘束力を持つもの」と定義する．社
会における制度とは，集団の構成者が持つ権益
を守り，構成者相互の利害を調整するべきもの
である．その為には，構成者全員が了承する形
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で規定を定め，遵守する必要がある．

５．用語の定義
本研究においては，「資格」を「教育・雇用」

を背景に独占業務を軸とした，資格を活用する
場面が想定でき，有資格者が増えることで資格
の価値が相対的に低下する資格（インフレ化を
懸念する資格，以下「インフレ資格」）と，「生
涯学習社会・自己実現社会」を背景に個人の興
味・関心を軸とした，資格の活用方法は個人に
起因する，有資格者が増えることに意味のある
資格（インフレ化を懸念する必要のない資格，
以下「非インフレ資格」）とに定義する．

Ⅱ．公認スポーツ指導者制度とJASA-AT

１．日本型雇用慣行とAT
一般的な日本型雇用慣行は，高度経済成長期

以降「終身雇用」「年功賃金」「職場内教育」で
あり，これらは「年度初め新卒一括採用」を前
提としている．この日本型雇用慣行は，最終学
歴と就職が深い関係を持っているという特徴が
ある． 

また，日本型雇用慣行としての職場内教育は，
採用時には，専門的な知識や能力・資格をそれ
ほど期待しているわけではないということを意
味する．業務遂行に必要となる知識や能力は就
職してから身に付けるのが一般的である．

AT という職は，資格による業務独占や名称
独占ではないことから，資格を有していなく
ても就労することも名のることも可能である．
一方で，AT という職は，単に知識や技術があ
るだけでなく，経験に裏付けられるような実
力・能力・応用力等が求められるものであり，

「年度初め新卒一括採用」という日本型雇用慣
行に馴染みにくいという特徴がある．つまり，
JASA-AT という資格を取得して大学や専門学
校を卒業しても，AT として終身雇用で働ける
職場に新卒で就職できる機会はほとんどないと
いうことである．

２．�公認スポーツ指導者制度と JASA-AT
養成事業

１） スポーツ指導者の制度化と JASA-AT 養
成事業の開始

日本におけるスポーツ指導者の代表的な制度
は，日体協公認スポーツ指導者制度である．

1964（昭和 39）年に開催された東京オリン
ピック大会での競技者の育成・強化のノウハウ
を全国に知らせるという趣旨から，1965（昭
和 40）年にスポーツ指導者養成講習会を開始
した 6)．当時時としては唯一のスポーツ指導者
資格である「スポーツトレーナー」養成の始ま
りである．このスポーツトレーナーは，現在の
JASA-AT とは異なり，位置付けとしては，競
技（種目）横断的な競技力向上指導者である．
この段階では，人材育成としてのスポーツ指導
者養成が主な目的であり，資格認定を目的とし
たスポーツ指導者制度として制定されたわけで
はない．

公認スポーツ指導者制度が制定されたのは，
1977（昭和 52）年である．公認スポーツ指導
者制度は，競技力向上に止まらない，スポーツ
の普及・振興を加味して制度化された．指導者
の役割に応じた資格認定と指導体制の確立を目
的として，加盟団体と協力し制定されたもので
あり，共通科目と競技（種目）別の専門科目を
学ぶ，スポーツ指導員，コーチ，上級コーチの
養成を開始した 6)．現在の公認スポーツ指導者
制度の原型となるのは，1988（昭和 63）年に
改定された公認スポーツ指導者制度である．こ
の制度改定は，生涯学習社会を背景とした，民
間技能審査事業認定制度による，1987（昭和
62）年文部大臣告示の「社会体育指導者の知識・
技能審査事業」がベースとなっている．

河野（2007）は，AT 養成の契機を「1992（平
成４）年のバルセロナオリンピックである」と
述べている 6）．国際競技力向上には，ドクター
やコーチの他に AT が必要であり，AT 同士，
また AT とドクターやコーチが共通の認識や用
語を用いて活動するには，AT の体系的な育成
カリキュラムが望まれたという．日体協によっ
て，JASA-AT の役割は「スポーツドクター及
びコーチとの緊密な協力のもとに，競技者の健
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康管理，傷害予防，スポーツ外傷・障害の救急
処置，アスレティックリハビリテーション及
びトレーニング，コンディショニング等にあた
る」7）と定められ，医療系資格等の有資格者に
限定せずに取得できる資格として，1994（平成
6）年に日体協独自の公認スポーツ指導者資格
として資格認定が始まった．その後，1998（平
成 10）年には，「社会体育指導者の知識・技能
審査事業」の一資格として事業認定された．

JASA-AT の資格設立当初は，プロスポーツ
等ですでに実績のあるトレーナーに移行措置を
行い，新規養成については，ハードルを高く設
定してトレーナーのレベルを高く保ち，安易に
資格を取得できなものにしたという．トレー
ナー養成のハードルを高くした理由として，河
野（2007）は「当時のトレーナー活動は職域と
しての認知度は高まってきていたものの，数多
くのトレーナーが生活していくことができるほ
ど職業として確立していなかったことがある．
ハードルを低くし粗製乱造することは，制度で
位置づけた有資格トレーナーの価値を下げてし
まうという危機感もあった．発足当時，ハード
ルの高さにはさまざまな批判があったが，関係
者のコンセンサスを確認しつつ批判に屈するこ
となくレベルを保つことに力が注がれた」6）と
述べている． 

JASA-AT の資格制定は，オリンピック競技
大会・国際競技力向上を契機としたものであっ
たが，制度化される過程で，社会体育指導者に
位置づけられ，専門性は高いが職や特定の業務
に結び付き難い資格という位置づけになった．
言い換えると，非インフレ資格に包含されたイ
ンフレ資格という位置づけである．

２）AT 制度の変遷
AT の変遷を制度の設立過程という視点から

以下のように整理することができる．
第１段階は，トレーナーという存在が，コー

チから機能分化し，専業し始めたということで
ある．さらにトレーナーの中でも，コンディ
ショニングコーチ，フィジカルコーチ，ストレ
ングス＆コンディショニングコーチ等々と区別
され，AT という名称が用いられるようになっ

たことが，AT の制度化の原点と捉えることが
できるだろう．

第 2 段階は，アメリカで NATA-ATC の資
格認定がはじまり，日本人もアメリカで体系的
なアスレティックトレーニングを学び，AT の
資格を取得できる機会が生まれたことである．
さらに，日本においても日体協が JASA-AT の
養成をはじめ，日本で体系化されたカリキュラ
ムでアスレティックトレーニングを学び，資格
を取得する機会が生まれた．独学ではなく，体
系的なカリキュラムによりアスレティックト
レーニングを学び，資格を取得する機会が生ま
れたということは制度化の過程で大きな出来事
といえよう．

第 3 段階は，公認スポーツ指導者制度に基づ
く一資格としての JASA-AT 養成事業が，「社
会体育指導者の知識・技能審査事業」として事
業認定されたことである．公的資格付与として，
国家資格ではないが，国が認めた唯一の AT 資
格となったことは，資格と制度の社会的信頼性
という点では大きな進展といえよう．

第 4 段階は，公的資格付与がスポーツ指導者
資格に限らず全て廃止され，国が認めた唯一の
AT 資格は存在せず，トレーナーに関する資格
が認定団体も含めて多様化したことである．こ
の公的資格付与の廃止によって，検定ブーム等
の資格を取り巻く社会的な背景も変化し，国が
認めた唯一の AT 資格が存在しないことから，
資格認定をもって制度と呼べる段階ではなく
なった．JASA-AT 以外にも，ジャパン・アス
レティックトレーナーズ協会認定 AT，NSCA-
CPT（パーソナルトレーナー），日本トレーニ
ング指導者協会認定トレーニング指導者，専
門学校が独自に認定するスポーツトレーナーと
いったトレーナー資格が存在する中で，JASA-
AT が社会とどのように関わるのかという視点
からの制度化が必要とされる段階である．

第五段階は，これまでの知識と技術を身に付
けるためのカリキュラムに，現場実習をカリ
キュラムに位置づけるなど，経験や実践によっ
て得られる能力を担保するためにカリキュラム
を見直したことである．具体的には 2005（平
成 17）年のカリキュラム改定である．民間技
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能審査事業認定制度廃止後は，JASA-AT が社
会とどのように関わるのかという狭義な意味で
の制度化が必要とされる段階であるといえる
が，資格認定の過程を広義に制度と捉え，カリ
キュラムの充実を図ったといえる．

これらの経過から，ニーズと機能分化，資格
認定と制度の社会的信頼性の確保，カリキュラ
ムの充実という点で，広義の制度化は進んだ．
しかし，有資格者が増え，公的資格付与として
の民間技能審査事業認定制度が廃止され，イン
フレ資格の性格が強い JASA-AT にとっては，
社会とどのように関わるのかという狭義の制度
化が必要とされる段階となった．

３） 公認スポーツ指導者制度と JASA-AT の
関係

公認スポーツ指導者制度とは，主に資格の種
類と役割を規定したものであり，資格を取得す
ることによって，世の中とどのように関わるの
かを規定したものではない．

指導者の権利として，「本会が発行する指導
者向け情報誌及び指導者必携書の購読」「本会
及び本会加盟団体が実施する研修事業等への参
加資格」「公認スポーツ指導者総合保険制度へ
の加入資格」「公認スポーツ指導者ブレザー等
公式需品の購入資格」とあり，公認スポーツ指
導者が手にすることができる権利は規定されて
いるが，公認スポーツ指導者がスポーツ指導を

通して世の中とどのように関わる権利と義務が
あるのか，という点については特に触れられて
いない．

また，公認スポーツ指導者制度以外に成文化
されたものとしては，「公認スポーツ指導者登
録規程」「公認スポーツドクター設置要項」「全
国スポーツ指導者連絡会議運営規則」「AT 連
絡会議運営規則」「スポーツドクター代表者協
議会運営規則」「公認スポーツ指導者等表彰要
項」「公認体力テスト員規程」があるが，いず
れもそれぞれの立場や事業内容を定めたに過ぎ
ず，世の中の社会制度とどのように関わるかを
規定したものではない．

さらにいえば，公認スポーツ指導者制度の上
位概念となる制度や仕組みとしての，スポーツ
制度や社会スポーツ制度なるものは存在しな
い．1961（昭和 36）年制定のスポーツ振興法
においても，スポーツ指導者全般の権利や義務
を規定した条文は存在しない．スポーツ指導者
に関しては，同法の第 11 条に「国及び地方公
共団体は，スポーツの指導者の養成及びその資
質向上のため，講習会，研究集会等の開催その
他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない」とあるが，資格については言及していな
い．スポーツ指導者に関する制度といえるもの
は，同法の第 19 条に「市町村の教育委員会は，
社会的信望があり，スポーツに関する深い関心
と理解を持ち，及び次項に規定する職務を行う

表１．AT制度の変遷

内　　容 詳　　　細

第 1 段階 トレーナーという存在の誕生 トレーナーという存在がコーチから機能分化し専業し始めた．
AT という名称が用いられるようになった．

第２段階 アスレティックトレーニングを
体系的に学ぶ機会の誕生

アメリカ，日本で体系的にアスレティックトレーニングを学び
AT の資格を取得する機会が生まれた．

第３段階 社会的信頼性の向上 JASA-AT 養成事業が「社会体育指導者の知識・技能審査事業」
として事業認定された．

第４段階 公的資格付与の廃止 公的資格付与がスポーツ指導者資格に限らず全て廃止された．
トレーナー資格の多様化．

第５段階 カリキュラム改訂 経験や能力の担保の為，カリキュラムに現場実習が位置づけら
れた．
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のに必要な熱意と能力を持つ者の中から，体育
指導委員を委嘱するものとする」とあるように，
体育指導委員を法律上定めていることだろう．

公認スポーツ指導者制度は，スポーツの普及・
振興を目的とする非インフレ資格を認定する制
度としては必要な要件を備えているといえる．
しかし，インフレ資格の位置づけや特徴を持っ
た制度設計である JASA-AT に関する制度が，
公認スポーツ指導者制度の下位概念として存在
しているとはいえない．JASA-AT にとっては，
非インフレ資格の総体である公認スポーツ指導
者制度に収まらない，資格取得後の権利や利害
関係を調整する為の制度が必要であり，さらに
業務の独占化と専門性の高さを継続的に高める
必要性を制度で担保するべきである．

４）雇用条件としての JASA-AT
国立スポーツ科学センターでは，「AT 又は

理学療法士」の採用に関して，AT は JASA-
AT の資格を有するものと定めている．また，
J リーグ規約 8）においては，AT を原則 JASA-
AT と定めている．さらに，ジャパンラグビー
トップリーグ規約 9）においても，チームトレー
ナーを原則 JASA-AT と定めている．

これらは，有資格者を雇用の条件や優遇措置
としている．こういった有資格者の優遇措置や
権利といったものの総体としての制度化が必要
であろう．

５）JASA-AT の取得方法と制度・資格
一般的に資格の取得方法には，社会人が自分

の自由時間を使って資格取得を目指す方法と，
資格取得を前提に，課程認定校である大学・専
門学校等に入学し，資格取得を目指す方法とが
ある．JASA-AT は，社会人が教育機関以外で
資格を取得する方法と，課程認定校に入学して
資格を取得する二つの方法がある．日体協では，
前者を「養成講習会」，後者を「講習・試験免
除適応コース」と呼んでいる．

（１）養成講習会
公認スポーツ指導者制度は，非インフレ資格

を制度化したものである．基礎知識を前提と

せず，誰でも自分の興味・関心に応じて受講
し，資格取得を目指すことができる制度設計で
ある．国民スポーツの普及・振興のために，多
くの人が受講し資格を取得すれば，それだけス
ポーツ界にとって有意義なことである．

一方で，JASA-AT の養成は，当初，プロの
トレーナー等を優先して取得させた．その後の
新規養成は，年間の受講者が 100 名程度であり，
受講にあたっては，都道府県体育協会，中央競
技団体からの推薦がなければ受講することがで
きない．これは，特定の競技や地域に偏ること
のないようにとの配慮であり，わずかな定員の
中でレベルを保つ上で必要な措置であろう．

しかし，都道府県体育協会や中央競技団体が，
有資格者の独占業務を制度化している訳ではな
いことと，移動や転勤等も考えられることから，
推薦団体とトレーナー活動が必ずしも永続的に
直結するものでもない．資格とは，一般的に個
人のものである．JASA-AT を取得することに
よって，スポーツ界や AT 界へ貢献すること
はあっても，資格取得によって，推薦団体に対
して貢献することを義務付けられるものではな
い．

養成講習会の受講者選考の過程では，現場に
おける AT としての活動経験の有無を問われ
る．JASA-AT 養成講習会開催要項によると，

「各団体から提出された受講希望経歴書に基づ
き，本会指導者育成専門委員会 AT 部会におい
て活動実績等を審査の上，受講者を内定し，推
薦団体及び本人宛通知する」7）とある．つまり，
経験による「能力」があると見込まれる人に対
して，能力は担保した上で，知識と技術の担保
を資格によって与えるのである．非インフレ資
格としての公認スポーツ指導者制度の中にあっ
て，活動実績で能力を担保することで，よりイ
ンフレ資格としての特徴を強めていることが分
かる．

（２）講習・試験免除適応コース
公認スポーツ指導者制度において，社会人の

資格取得を補完するシステムとして，将来資格
を取得したいと思った時に学生時代に学んだ科
目について免除措置が受けられる「講習・試験
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免除適応コース（以下，「免除適応コース」）が，
1989（平成元）年からはじまった．免除適応
コースとは，一般的に課程認定と同意義で用い
られているが，開始時点では，学生時代に資格
が取得できるのではなく，将来社会人になって
から資格を取得する際の免除措置であり，社会
人の資格取得を促すことが前提であった．この
免除適応コースは，共通科目の免除から専門科
目の免除へと広がり，受験資格が得られる講習
免除へと拡充した．これにより，JASA-AT の
資格取得に必要なカリキュラムを備えた免除適
応コース承認校（課程認定校）で必要な単位を
取得することで，卒業時に受験資格を得られる
ようになった．公認スポーツ指導者制度におけ
る免除適応コースは，大学・専門学校に対して
同様に開かれており，2009（平成 21）年 12 月
現在で，JASA-AT の課程認定校は，大学 27 校，
専門学校 31 校の計 58 校となっている．

鍼灸師やマッサージ師といった開業権のある
医療系国家資格が取得できる課程認定校に入学
することは，その後，治療院で勤務したり，自
分で開業することを意味する．同様に多くの若
者は，JASA-AT の資格取得が可能な学校に入
学し資格を取得することは，AT として働く機
会を得ることと考える．

しかし，JASA-AT はインフレ資格の特徴を
持っていたとしても，職業資格でも業務独占資
格でも名称独占資格でもないことから，日本型
雇用慣行において，新卒での就職に直接影響す
る資格ではない．

一方で資格取得に求められる知識と技術のレ
ベルは，すでにプロスポーツ等の現場で働く
AT を優先して取得させたことからも分かるよ
うに，インフレ資格なみの高度さが要求される．
雇用という点においてプロスポーツ等の現場で
は，単に資格があるだけで採用されることは難
しい．知識と技術に加えて求められるのは，何
がどのようにできるのかという能力である．そ
の能力とは，経験や現場訓練で身につくもので
あることから，専門学校卒業時もしくは大学卒
業時に，資格を取得したからといっても，AT
として就職することは困難である．

免除適応コースの場合は，180 時間の現場実

習があるとはいえ，経験や能力の担保は無いま
まで，知識と技術で資格認定をしている．養成
講習会は，活動実績により能力を担保するなど
インフレ資格としての特徴が強いといえるが，
免除適応コースでは，公認スポーツ指導者制度
としての非インフレ資格の特徴が強い．この
二つの資格取得の方法を継続するのであれば，
JASA-AT を取得した者が，能力を獲得する機
会や，たとえ新卒でなくても職を得る場や機会
を制度として提供するべきであろう．

Ⅲ．AT制度の構築

１．AT職能団体の必要性
国家資格や業務独占資格でなければ，スポー

ツ現場で活動する AT に資格は必要ない．しか
し，資格には「第三者に対して，知識と技能の
証明になる」という側面がある．日本のスポー
ツ界，AT 界が，単に経験や狭い専門性に頼っ
た AT ではなく，体系的なカリキュラムを十
分に理解した，知識と技能を兼ね備えた人材が
担っているということを社会にアピールするこ
とは，今後益々重要であろう．現在，資格を認
定している日体協は，AT によって構成される
職能団体ではなく，JASA-AT を認定する資格
認定団体である．

公認スポーツ指導者制度は，その趣旨からす
ると，「生涯学習社会・自己実現社会」を背景
とした非インフレ資格を養成する枠組みのこと
であって，構成者の持つ権益を守り，相互の利
害を調整することを主な目的とはしていない．

しかし，JASA-AT は，その設立の背景から
すると，「教育・雇用」を背景としたインフレ
資格の特徴が強い資格であり，「有資格者に対
して何らかの権利・特典・独占業務を与える」
という機能を持つべき資格である．AT にとっ
ては，AT の持つ権益をいかに守り，いかに
AT 相互の利害を調整するかを規定しなければ
いけない．AT 制度は，資格取得後を中心に制
度化すべきであろう．

本研究では「制度」を「法によって規定され
たものではないが，社会関係を円滑にするため
に，集団の構成者や，その代表者によって規定
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されたものを，集団の構成者が了承し，集団の
中で拘束力を持つもの」と定義した．この定義
における社会関係は「スポーツ界」と置き換え
ることができ，集団の構成者は「公認スポーツ
指導者」と置き換えることができる．さらに，

「代表者」は，「日本体育協会」と置き換えるこ
とができる．

一方で，「スポーツ界」を「AT 界」と置き換え，
構成者の「公認スポーツ指導者」を「JASA-AT」
と置き換えることができるが，「代表者」の「日
本体育協会」を置き換える対象がない．

馬場ら（2007）は，日体協 JASA-AT という
資格をいかに認定するかではなく，いかにすれ
ば日本の AT 界が発展するのかという点に焦点
を絞り，次の４つを提案した．

・ 認定者・会員を増員すること．
・ 資格認定団体とは別に職能団体を組織化す

る．
・ 高度継続教育を実現させる．
・ 収益構造を確立させる．
この中で「資格認定団体とは別に職能団体を

組織化する」ことに関して，AT 界にとっての
メリットは「AT 界を維持・存続・発展させる
ことが使命・目的となる」と述べた．

つまり，日体協は資格認定団体であり，資格
を認定することや，最低限の知識・技術水準を
担保することが目的であって，職能業界として
の成長や有資格者のフォローアップや能力開発
を最優先し積極的に行う団体ではない．日体協
にとっては，公認スポーツ指導者養成事業も，
国民体育大会をはじめとする事業の中の一つで
あり，さらに JASA-AT は，資格の背景の異な
る公認スポーツ指導者制度に組込まれた一資格
に過ぎない．

日体協は，公認スポーツ指導者のメンバー
シップ組織ではなく，何より JASA-AT のメ
ンバーシップ組織とは成り得ないことから，
JASA-AT の発言が事業や予算に直接反映する
ことはない．そこで，AT 自身が，AT 界の未
来を構築するための制度を自ら制定するために
は，メンバーシップ制の AT 職能団体が必要で
ある．JASA-AT が公認スポーツ指導者制度の
一資格であったとしても，AT の集まりとして

の代表者が必要であり，一人ひとりが発言権・
議決権を持って，AT 界の発展について，自ら
決断していく機関が重要となる．

２．AT制度に必要な視点
AT 制度を制度設計するにあたり，これまで

の経緯や実績を無視することは得策ではない．
つまり，資格認定団体が日体協であることと
JASA-AT が公認スポーツ指導者制度の一資格
であることは何も変わらない．資格は知識と技
術の担保であると割り切り，資格取得後に，プ
ロスポーツ現場や国際競技力向上等で活動でき
るだけの能力を身に付けるなど，有資格者の権
益を守り利害関係者の利害を相互に調整するよ
うな制度を，JASA-AT 自身が制定し，関係者
と契約関係を結ぶことが重要だろう．

では，JASA-AT にとって必要な，AT 制度
とはどのように制度設計されるべきなのであろ
うか．これまでの考察から制度に盛込むべき内
容として，次の視点を提案したい．

・ 業務をいかに独占化するか（有資格者の職
への優遇措置，職域の拡大，市場の拡大，
スポーツ現場と接点のない免除適応コース
修了者が職を得る場や機会の提供を含む）．

・ 高度な専門性と能力の担保（能力を獲得す
るための現場実習や高度な継続教育を含
む）．

・ 社会的信頼度の向上（学術的価値の向上，
競技力向上等社会への貢献を含む）．

・ 高等教育機関とスポーツ団体との連携（ス
ポーツ界全体による制度の構築を含む）

・ アスレティックトレーニングの普及

Ⅳ．結論

本研究は，JASA-AT を「制度」と「資格」
の視点から考察し，日本の AT 制度の整備・制
定に具体的な示唆を与えることを目的とした．
公認スポーツ指導者制度は非インフレ資格の枠
組みでありながら，JASA-AT は，インフレ資
格としての特徴が強いことから，インフレ資格
としての特徴・機能を担保するためにも，AT
制度が必要であると結論づける．
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また制度としては，有資格者の権益を守り利
害関係者の利害を相互に調整するような制度設
計が必要であり，その為にも高度な能力を担保
するなど，制度に盛込むべき視点を提示した．
これらは，JASA-AT の養成事業が始まり十数
年立ったからこそ明らかになったものであり，
決してこれまでの取組みを否定したものではな
い．

今後の課題としては，何より AT 制度を具体
的に設計することであり，また AT にとって必
要な職能団体の組織設計と経営，事業運営につ
いて考察することである．

AT 制度の制定によって，一時的に非インフ
レ資格の範疇で JASA-AT がインフレ資格とし
ての特徴・機能を果たすことが出来るかもしれ
ない．しかし将来的には，JASA-AT が日体協
が認定する一資格であったとしても，公認ス
ポーツ指導者養成事業の枠組みには収まらな
い，独自の養成システムを構築していくことが
重要だろう．制度とは，時代や社会の変化によっ
て移り変わるものである．
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